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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成28年６月28日に提出いたしました第15期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）有価証券報告書の

記載事項の一部に追加を要する事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出する

ものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第２　事業の状況

４　事業等のリスク

(16) 法的規制について

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

第一部 企業情報

第２ 事業の状況

４ 事業等のリスク

（訂正前）

（16）法的規制について

当社グループが行うeBASE-PLUS事業は、常用雇用型のIT開発アウトソーシングビジネスについて、「労働者派遣

事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」（以下、「労働者派遣法」という。）による規制

を受けております。労働者派遣法をはじめとする関係諸法令は継続的に見直しが行われており、当社グループの事

業に対して著しく不利となる改正が行われた場合は、経営成績に影響を与える可能性があります。

 

（訂正後）

（16）法的規制について

当社グループが行うeBASE-PLUS事業は、常用雇用型のIT開発アウトソーシングビジネスについて、「労働者派遣

事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」（以下、「労働者派遣法」という。）による規制

を受けております。当社グループは、関係法令を遵守して事業を運営しておりますが、労働者派遣法に定める派遣

事業主としての欠格事由に該当もしくは法令に違反する事項が発生した場合には、事業の停止や派遣事業者の許認

可の取り消しをされる可能性があり、その場合には事業を営むことが出来なくなる可能性があります。現時点にお

いて認識している限りでは、これらの法令に定める欠格事由に該当する事実はありません。しかしながら将来、何

らかの理由により許認可等の取消が発生した場合には、事業運営に大きな支障をきたすとともに、財政状態及び経

営成績に大きな影響を与える可能性があります。

また、労働者派遣法をはじめとする関係諸法令は継続的に見直しが行われており、当社グループの事業に対して

著しく不利となる改正が行われた場合は、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

（許認可等の状況）

許認可等の名称 有効期限 許認可等の番号 規制法令 所轄官庁等 取消事由等

特定労働者派遣事業
の認可

定めなし 特27-304730 労働者派遣法 厚生労働省
労働者派遣法第6条
に定める欠格事由に
抵触した場合
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